
○
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の

規
制
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定

に
基
づ
く
同
条
第
一
号
か
ら
第
四
号

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

平
成
五
・
一
〇
・
七 

環
・
厚
・
通
告
一 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律

（
平
成
四
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

同
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
次
の
よ
う

に
定
め
、
同
法
の
施
行
の
日
〔
平
五
・
一
二
・
一
六
〕
か
ら

施
行
す
る
。 

近
年
、
有
害
廃
棄
物
等
が
国
境
を
越
え
て
輸
出
入
さ
れ
、

不
適
正
な
処
分
が
行
わ
れ
、
人
の
健
康
及
び
生
活
環
境
に
影

響
を
も
た
ら
す
事
例
が
多
発
し
、
国
際
的
な
問
題
と
な
っ
て

い
る
。 

こ
の
た
め
、
有
害
廃
棄
物
等
の
越
境
移
動
に
伴
う
環
境
汚

染
問
題
へ
の
対
応
策
が
国
際
的
に
検
討
さ
れ
、
そ
の
結
果
、

平
成
元
年
三
月
に
有
害
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
及
び

そ
の
処
分
の
規
制
に
関
す
る
バ
ー
ゼ
ル
条
約
（
以
下
「
条
約
」

と
い
う
。
）
が
採
択
さ
れ
た
。 

本
事
項
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
条
約
及
び
条
約
第
十
一
条
に
規
定
す
る
二
国
間
の
、

多
数
国
間
の
又
は
地
域
的
な
協
定
又
は
取
決
め
の
的
確
か
つ

円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
で

あ
る
。 

第
一 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
及
び
処

分
に
伴
っ
て
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
人
の
健
康
又
は
生
活

環
境
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
の
施
策
の
実
施
に
関

す
る
基
本
的
な
事
項 

１

輸
出
及
び
輸
入
の
最
小
化 

国
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
発
生
を
可
能
な
限
り

抑
制
す
る
と
と
も
に
、
発
生
し
た
特
定
有
害
廃
棄
物
等

の
国
内
に
お
け
る
有
効
利
用
及
び
適
正
な
処
分
等
を
推

進
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出

及
び
輸
入
の
最
小
化
に
努
め
る
こ
と
。 

２

環
境
の
保
全
上
適
正
な
輸
出
及
び
輸
入 

⑴ 

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
な
い
特
定
有
害
廃

棄
物
等
の
輸
出
及
び
輸
入
（
条
約
附
属
書
Ⅳ
Ｂ
に
掲 

げ
る
処
分
作
業
を
行
う
た
め
の
特
定
有
害
廃
棄
物
等

の
輸
出
及
び
輸
入
で
あ
っ
て
、
経
済
協
力
開
発
機
構

の
我
が
国
以
外
の
加
盟
国
（
以
下
「
加
盟
国
」
と
い

う
。
）
を
そ
の
相
手
国
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

は
、
条
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
環
境
の
保
全

上
適
正
な
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。 

イ

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
に
つ
い
て
は
、 

①

次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
。 

（イ） 

輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
環
境

の
保
全
上
適
正
か
つ
効
率
的
な
方
法
で
処
分

す
る
た
め
の
技
術
上
の
能
力
及
び
必
要
な
施

設
、
処
分
能
力
又
は
適
当
な
処
分
場
所
を
我

が
国
が
有
し
な
い
場
合 

（ロ） 

輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
輸
出

の
相
手
国
に
お
い
て
再
生
利
用
産
業
又
は
回

収
産
業
の
た
め
の
原
材
料
と
し
て
必
要
と
さ

れ
て
い
る
場
合 

（ハ）

輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
、

輸
入
、
運
搬
及
び
処
分
が
条
約
の
締
約
国

（
以
下
「
締
約
国
」
と
い
う
。
）
全
体
と
し

て
条
約
第
四
条
９
⒞
に
基
づ
き
決
定
す
る
基

準
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
場
合 

②

非
締
約
国
へ
の
輸
出
で
は
な
い
こ
と
。

③

南
緯
六
十
度
以
南
の
地
域
へ
の
輸
出
で
は
な

い
こ
と
。 

④ 

輸
出
の
相
手
国
が
輸
入
を
禁
止
し
て
い
る
特

定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
で
は
な
い
こ
と
。 

⑤

輸
出
に
つ
い
て
輸
出
の
相
手
国
及
び
締
約
国

で
あ
る
通
過
国
（
以
下
「
輸
出
の
相
手
国
等
」

と
い
う
。
）
か
ら
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
て
い

る
こ
と
。
た
だ
し
、
締
約
国
で
あ
る
通
過
国
か

ら
の
同
意
に
関
し
て
は
、
当
該
通
過
国
が
同
意

を
義
務
付
け
な
い
場
合
に
お
い
て
当
該
通
過
国

が
通
告
を
受
領
し
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
我

が
国
が
当
該
通
過
国
の
回
答
を
受
領
し
な
い
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
こ
と
。 

⑥

輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
つ
い
て

環
境
の
保
全
上
適
正
な
運
搬
及
び
処
分
が
行
わ

れ
る
こ
と
を
明
記
し
た
契
約
が
輸
出
者
と
処
分

者
の
間
で
締
結
さ
れ
て
い
る
旨
の
確
認
が
輸
出

の
相
手
国
か
ら
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

⑦

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の

範
囲
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
十
年
環
境
省

令
第
十
二
号
。
以
下
「
特
定
有
害
廃
棄
物
等
省

令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

⑧ 

輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
、
経
済

協
力
開
発
機
構
の
回
収
作
業
が
行
わ
れ
る
廃
棄

物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
の
規
制
に
関
す
る
理 

事
会
決
定
（
以
下
「
理
事
会
決
定
」
と
い
う
。
）

第
Ⅱ
章
Ｄ
⑴
（c）
に
基
づ
く
分
析
試
験
（
以
下

「
分
析
試
験
」
と
い
う
。
）
を
行
う
た
め
の
も

の
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
こ
と
。 

（イ） 

輸
出
の
相
手
国
等
に
お
い
て
特
定
有
害
廃

棄
物
等
の
輸
入
、
運
搬
又
は
処
分
に
つ
い
て

保
険
、
供
託
金
そ
の
他
の
保
証
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
必
要
な
措
置
が
講 

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

（ロ）

輸
出
者
が
、
輸
出
し
よ
う
と
す
る
特
定
有
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害
廃
棄
物
等
の
再
輸
入
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず

る
措
置
を
確
実
に
実
施
す
る
に
足
る
経
理
的 

基
礎
を
有
す
る
こ
と
。 

⑨ 

そ
の
他
条
約
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施
の
た

め
に
必
要
な
事
項
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。
た

だ
し
、
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
外
国
に
お
い
て

有
害
廃
棄
物
と
さ
れ
て
い
る
物
の
輸
出
に
つ
い

て
は
、
輸
出
の
相
手
国
等
か
ら
の
必
要
な
許
可

等
を
受
け
て
い
る
旨
を
確
認
す
る
等
の
特
定
有

害
廃
棄
物
等
に
準
じ
た
扱
い
を
行
う
こ
と
。 

ロ

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
に
つ
い
て
は
、 

①

非
締
約
国
か
ら
の
輸
入
で
は
な
い
こ
と
。 

② 

輸
入
の
承
認
に
先
立
ち
、
当
該
特
定
有
害
廃

棄
物
等
の
輸
入
に
係
る
通
告
が
我
が
国
に
お
い

て
受
領
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
再
生
利

用
等
目
的
輸
入
事
業
者
が
当
該
特
定
有
害
廃
棄

物
等
の
輸
入
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
輸
入
に
係
る
我
が
国
へ
の
通
告
及
び
当
該

通
告
に
対
す
る
我
が
国
か
ら
輸
入
の
相
手
国
に

対
す
る
同
意
が
事
前
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

③

輸
入
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
つ
い
て

環
境
の
保
全
上
適
正
な
運
搬
及
び
処
分
が
行
わ

れ
る
こ
と
を
明
記
し
た
契
約
が
輸
出
者
と
処
分

者
の
間
で
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

④

そ
の
他
条
約
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施
の
た

め
に
必
要
な
事
項
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。 

⑵ 

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
な
い
特
定
有
害
廃 

棄
物
等
の
輸
出
及
び
輸
入
（
条
約
附
属
書
Ⅳ
Ｂ
に
掲

げ
る
処
分
作
業
を
行
う
た
め
の
特
定
有
害
廃
棄
物
等

の
輸
出
及
び
輸
入
で
あ
っ
て
、
加
盟
国
を
そ
の
相
手

国
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
理
事
会
決
定
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
環
境
の
保
全
上
適
正
な
も
の 

と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。 

イ

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
に
つ
い
て
は
、

①

輸
出
に
つ
い
て
輸
出
の
相
手
国
等
か
ら
書
面

に
よ
る
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
輸

出
の
相
手
国
等
が
我
が
国
に
対
し
て
行
う
通
告

の
受
領
通
知
の
発
給
の
時
点
か
ら
起
算
し
て
三

十
日
以
内
に
輸
出
の
相
手
国
等
の
権
限
の
あ
る

当
局
か
ら
の
回
答
が
無
い
こ
と
を
も
っ
て
同
意

が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
。 

②

輸
出
者
、
運
搬
者
、
輸
入
者
及
び
処
分
者
の

間
の
書
面
に
よ
る
契
約
、
又
は
特
定
有
害
廃
棄

物
等
が
一
の
法
人
等
に
よ
り
管
理
さ
れ
て
い
る

事
業
場
の
間
で
運
搬
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
事
業
場
間
に
契
約
に
相
当
す
る
取
決
め

（
以
下
「
輸
出
入
等
に
係
る
契
約
等
」
と
い

う
。
）
が
存
在
す
る
こ
と
。
当
該
契
約
等
に
は
、

輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
又
は

処
分
を
契
約
等
の
内
容
に
従
っ
て
完
了
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
代
替
的
に
運
搬

又
は
処
分
を
行
う
者
及
び
費
用
負
担
に
関
す
る

事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。 

③ 

輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
、
分
析

試
験
を
行
う
た
め
の
も
の
で
は
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

（イ） 

輸
出
の
相
手
国
等
に
お
い
て
特
定
有
害
廃

棄
物
等
の
輸
入
、
運
搬
又
は
処
分
に
つ
い
て

保
険
、
供
託
金
そ
の
他
の
保
証
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
必
要
な
措
置
が
講 

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

（ロ）

輸
出
者
が
、
輸
出
し
よ
う
と
す
る
特
定
有

害
廃
棄
物
等
の
再
輸
入
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず

る
措
置
を
確
実
に
実
施
す
る
に
足
る
経
理
的 

基
礎
を
有
す
る
こ
と
。 

④ 

そ
の
他
理
事
会
決
定
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実

施
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
適
合
し
て
い
る
こ

と
。 

ロ

鉛
蓄
電
池
の
輸
出
に
つ
い
て
は
、 

①

輸
出
に
つ
い
て
輸
出
の
相
手
国
等
か
ら
書
面

に
よ
る
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
輸

出
の
相
手
国
等
が
我
が
国
に
対
し
て
行
う
通
告

の
受
領
通
知
の
発
給
の
時
点
か
ら
起
算
し
て
三

十
日
以
内
に
輸
出
の
相
手
国
等
の
権
限
の
あ
る

当
局
か
ら
の
回
答
が
無
い
こ
と
を
も
っ
て
同
意

が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
。 

②

輸
出
入
等
に
係
る
契
約
等
が
存
在
す
る
こ
と
。

当
該
契
約
等
に
は
、
環
境
の
保
全
上
適
正
な
運

搬
及
び
処
分
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
明
記
す
る
と

と
も
に
、
輸
出
さ
れ
る
鉛
蓄
電
池
の
運
搬
又
は

処
分
を
契
約
等
の
内
容
に
従
っ
て
完
了
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
代
替
的
に
運
搬

又
は
処
分
を
行
う
者
及
び
費
用
負
担
に
関
す
る

事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。 

③ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
省
令
第
六
条
各
号
に
掲

げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

④ 

輸
出
さ
れ
る
鉛
蓄
電
池
が
、
分
析
試
験
を
行

う
た
め
の
も
の
で
は
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

（イ） 

輸
出
の
相
手
国
等
に
お
い
て
鉛
蓄
電
池
の

輸
入
、
運
搬
又
は
処
分
に
つ
い
て
保
険
、
供

託
金
そ
の
他
の
保
証
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
場
合
に
は
、
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

い
る
こ
と
。 

（ロ） 

輸
出
者
が
、
輸
出
し
よ
う
と
す
る
鉛
蓄
電

池
の
再
輸
入
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
を

確
実
に
実
施
す
る
に
足
る
経
理
的
基
礎
を
有

す
る
こ
と
。 

⑤

そ
の
他
理
事
会
決
定
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実

施
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
適
合
し
て
い
る
こ

と
。 

ハ

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
に
つ
い
て
は
、 

① 

輸
出
入
等
に
係
る
契
約
等
が
存
在
す
る
こ
と
。

当
該
契
約
等
に
は
、
輸
入
さ
れ
る
特
定
有
害
廃

棄
物
等
の
運
搬
又
は
処
分
を
契
約
等
の
内
容
に

従
っ
て
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お

い
て
代
替
的
に
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
者
及
び

費
用
負
担
に
関
す
る
事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
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と
。 

②

輸
入
承
認
に
先
立
ち
、
当
該
特
定
有
害
廃
棄

物
等
の
輸
入
に
係
る
通
告
が
我
が
国
に
お
い
て

受
領
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
再
生
利
用

等
目
的
輸
入
事
業
者
が
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物

等
の
輸
入
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

輸
入
に
係
る
我
が
国
へ
の
通
告
及
び
当
該
通
告

に
対
す
る
我
が
国
か
ら
輸
入
の
相
手
国
に
対
す

る
同
意
が
事
前
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

③

そ
の
他
理
事
会
決
定
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実

施
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
適
合
し
て
い
る
こ

と
。 

⑶

環
境
大
臣
の
調
査 

そ
の
輸
出
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
に 

伴
い
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
大
気
の
汚
染
、
水
質
の

汚
濁
そ
の
他
の
環
境
の
汚
染
（
以
下
単
に
「
環
境
の

汚
染
」
と
い
う
。
）
の
発
生
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
環
境
大
臣
は
、

環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
も

の
か
ど
う
か
の
判
断
を
行
う
た
め
法
第
十
八
条
に
基

づ
く
報
告
徴
収
そ
の
他
の
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果

を
経
済
産
業
大
臣
に
通
知
す
る
こ
と
。 

３

権
限
の
あ
る
当
局 

我
が
国
の
条
約
及
び
理
事
会
決
定
に
お
け
る
権
限
の

あ
る
当
局
は
、
環
境
省
で
あ
る
こ
と
。 

環
境
省
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
の
相
手
国

等
へ
の
通
告
及
び
輸
出
の
相
手
国
等
か
ら
の
当
該
通
告

に
対
す
る
回
答
の
受
領
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入

に
係
る
輸
入
の
相
手
国
へ
の
回
答
等
を
行
う
責
任
を
有

す
る
こ
と
。 

環
境
省
が
輸
出
の
相
手
国
等
へ
の
通
告
を
行
う
た
め
、

経
済
産
業
省
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
四
十
八
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
の
承

認
に
係
る
申
請
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
請
の

写
し
を
環
境
省
に
送
付
す
る
こ
と
。
ま
た
、
環
境
省
は
、

当
該
通
告
に
対
す
る
輸
出
の
相
手
国
等
か
ら
の
回
答
を

受
領
し
た
場
合
に
は
、
当
該
回
答
の
写
し
を
経
済
産
業

省
に
送
付
す
る
こ
と
。 

ま
た
、
環
境
省
は
、
輸
入
の
相
手
国
か
ら
特
定
有
害

廃
棄
物
等
の
輸
入
に
係
る
通
告
を
受
領
し
た
と
き
は
、

当
該
通
告
の
写
し
を
経
済
産
業
省
に
送
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
環
境
省
は
、
輸
入
の
相
手
国
か
ら
法
第
十
四
条

第
一
項
の
認
定
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
に

係
る
通
告
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
再
生
利
用
等
目

的
輸
入
事
業
者
に
対
し
て
、
当
該
通
告
が
当
該
認
定
に

係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
に
係
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
当
該
通
告
に
対
す
る
回

答
の
写
し
を
当
該
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
及
び

経
済
産
業
省
に
送
付
す
る
こ
と
。 

環
境
省
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
、
運
搬
又

は
処
分
に
つ
い
て
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
が
適
正
に
実
施
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
輸
出
の
相
手
国
等
の
権
限
の
あ

る
当
局
に
照
会
す
る
等
の
必
要
な
情
報
収
集
を
行
う
こ

と
。 

４

輸
出
、
運
搬
及
び
処
分
に
係
る
手
続 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
、
運
搬
及
び
処
分
に
つ

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
手
続
に
よ
り
行
う
こ
と
。 

⑴

輸
出
の
承
認
に
係
る
申
請 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
四
十
八
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
の
輸
出
の
承
認
を
受

け
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
。 

な
お
、
当
該
輸
出
が
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
環
境
大
臣
の
確
認

（
同
法
第
十
五
条
の
四
の
六
第
一
項
で
準
用
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
対
象
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
確

認
を
受
け
た
後
に
輸
出
の
承
認
の
申
請
を
行
う
こ
と
。

⑵

通
告

環
境
大
臣
は
、
輸
出
の
相
手
国
等
の
権
限
の
あ
る

当
局
に
対
し
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
に
つ

い
て
書
面
に
よ
る
通
告
を
行
う
こ
と
。 

な
お
、
通
過
国
が
非
締
約
国
又
は
非
加
盟
国
で
あ

る
場
合
に
は
、
環
境
大
臣
は
当
該
通
過
国
の
適
当
な

政
府
当
局
に
対
し
書
面
に
よ
る
通
告
を
行
う
こ
と
。 

⑶

環
境
大
臣
の
確
認 

環
境
大
臣
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
総
理

府
、
厚
生
省
、
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）
第
一
条
に

規
定
す
る
地
域
を
仕
向
地
と
す
る
同
規
則
第
二
条
に

規
定
す
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
係
る
輸
出
の
申
請

が
あ
っ
た
と
き
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
省
令
第
六

条
各
号
に
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う

か
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
経
済
産
業
大
臣
に
通
知

す
る
こ
と
。 

⑷

経
済
産
業
大
臣
の
輸
出
の
承
認 

経
済
産
業
大
臣
は
、
⑶
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
環

境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
旨
の
環
境
大
臣
の
確
認
の
通
知
を
受
け

た
後
で
な
け
れ
ば
、
輸
出
の
承
認
を
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
。 

⑸

輸
出
移
動
書
類
の
交
付 

経
済
産
業
大
臣
は
、
⑷
に
掲
げ
る
輸
出
の
承
認
を

し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
者

に
対
し
、
輸
出
移
動
書
類
を
交
付
す
る
こ
と
。 

⑹

運
搬 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
者
は
、
当
該
特
定
有

害
廃
棄
物
等
に
係
る
輸
出
移
動
書
類
に
必
要
な
事
項

の
記
載
及
び
署
名
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
特
定
有

害
廃
棄
物
等
の
運
搬
を
行
う
場
合
は
、
輸
出
移
動
書

類
を
携
帯
し
、
輸
出
移
動
書
類
に
記
載
さ
れ
た
内
容

に
従
っ
て
環
境
の
保
全
上
適
正
な
方
法
で
行
う
必
要

が
あ
る
こ
と
。 

な
お
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
、
一
般
的
に
受
け

入
れ
ら
れ
、
か
つ
、
認
め
ら
れ
て
い
る
国
際
的
規
則

及
び
基
準
に
従
っ
て
こ
ん
包
さ
れ
、
表
示
さ
れ
、
及
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び
運
搬
さ
れ
る
よ
う
関
連
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

⑺

処
分 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
者
は
、
当
該
特
定
有

害
廃
棄
物
等
が
輸
出
の
相
手
国
に
お
い
て
輸
出
移
動

書
類
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
従
っ
て
環
境
の
保
全
上

適
正
な
方
法
で
処
分
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま

た
、
輸
出
者
は
、
当
該
処
分
が
完
了
し
た
場
合
に
は
、

当
該
処
分
を
行
っ
た
旨
の
通
知
を
回
収
す
る
よ
う
努

め
る
こ
と
。 

な
お
、
輸
出
の
相
手
国
に
お
け
る
処
分
者
か
ら
の

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
引
渡
し
を
受
け
た
旨
及
び
処

分
を
行
っ
た
旨
の
通
知
が
環
境
省
に
お
い
て
受
領
さ

れ
な
い
場
合
に
は
、
環
境
大
臣
は
、
輸
出
の
相
手
国

の
権
限
の
あ
る
当
局
に
対
し
そ
の
旨
の
通
知
を
行
う

こ
と
。 

５

輸
入
、
運
搬
及
び
処
分
に
係
る
手
続 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
、
運
搬
及
び
処
分
に
つ

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
手
続
に
よ
り
行
う
こ
と
。 

⑴

輸
入
の
承
認
に
係
る
申
請 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
五
十
二
条
の
規
定
に

よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
の
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
義

務
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
再
生
利
用
等
目

的
輸
入
事
業
者
が
そ
の
認
定
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄

物
等
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
承
認

を
要
し
な
い
こ
と
。 

な
お
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
が
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
の
四
の
四

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
環
境
大
臣
の
許
可
の
対
象

と
な
る
場
合
は
、
そ
の
許
可
を
受
け
た
後
に
輸
入
の

承
認
に
係
る
申
請
を
行
う
こ
と
。 

⑵

環
境
大
臣
の
意
見
等 

環
境
大
臣
は
、
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
承

認
を
行
う
に
際
し
、
事
前
に
、
経
済
産
業
大
臣
に
対

し
、
必
要
な
説
明
を
求
め
、
及
び
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。 

⑶

経
済
産
業
大
臣
の
輸
入
の
承
認 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入
は
、
経
済
産
業
大
臣

の
輸
入
の
承
認
が
行
わ
れ
た
後
に
開
始
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

⑷

通
告
に
対
す
る
回
答 

環
境
大
臣
は
、
経
済
産
業
大
臣
か
ら
輸
入
の
承
認

又
は
不
承
認
を
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
は
、

当
該
通
知
に
基
づ
き
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入

に
つ
い
て
同
意
を
し
、
又
は
同
意
を
し
な
い
旨
の
回

答
を
、
当
該
通
告
を
し
た
者
及
び
輸
入
の
相
手
国
の

権
限
の
あ
る
当
局
に
送
付
す
る
こ
と
。 

ま
た
、
環
境
大
臣
は
、
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事

業
者
が
行
う
そ
の
認
定
に
係
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等

の
輸
入
に
係
る
通
告
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
再

生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
に
確
認
の
上
、
同
意
を

し
、
又
は
同
意
を
し
な
い
旨
の
回
答
を
、
通
告
を
し

た
者
及
び
輸
入
の
相
手
国
に
送
付
す
る
こ
と
。 

⑸ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
該
当
し
な
い
物
の
通
告
に

対
す
る
回
答 

環
境
大
臣
は
、
輸
入
の
相
手
国
に
お
い
て
条
約
第

一
条
１
⒝

の
有
害
廃
棄
物
に
該
当
す
る
物
で
あ
っ
て

特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
該
当
し
な
い
も
の
の
通
告
を

受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
通
告
に
対
し
て
、
特
定
有

害
廃
棄
物
等
に
該
当
し
な
い
旨
の
回
答
を
当
該
通
告

を
し
た
者
及
び
輸
入
の
相
手
国
に
送
付
す
る
こ
と
。 

⑹

輸
入
移
動
書
類
の
交
付 

経
済
産
業
大
臣
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
入

の
承
認
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
承
認
を
受
け
た
者

か
ら
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
に
係
る
移
動
書
類
の

提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
移
動
書
類
の
内
容
が

通
告
の
内
容
と
一
致
す
る
こ
と
を
確
認
の
上
、
速
や

か
に
、
輸
入
移
動
書
類
を
交
付
す
る
こ
と
。 

⑺

運
搬 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
運
搬
者
は
、
当
該
特
定
有

害
廃
棄
物
等
に
係
る
輸
入
移
動
書
類
又
は
移
動
書
類

（
再
生
利
用
等
目
的
輸
入
事
業
者
に
よ
る
そ
の
認
定

に
係
る
輸
入
の
場
合
に
限
る
。
）
（
以
下
「
輸
入
移

動
書
類
等
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
事
項
の
記
載
及

び
署
名
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物

等
の
運
搬
を
行
う
場
合
に
は
、
輸
入
移
動
書
類
等
を

携
帯
し
、
か
つ
、
輸
入
移
動
書
類
等
に
記
載
さ
れ
た

内
容
に
従
っ
て
環
境
の
保
全
上
適
正
な
方
法
で
行
う

必
要
が
あ
る
こ
と
。 

な
お
、
輸
入
移
動
書
類
等
の
書
換
え
が
行
わ
れ
た

場
合
に
は
、
環
境
大
臣
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該

運
搬
の
方
法
等
の
内
容
を
輸
入
の
相
手
国
の
権
限
の

あ
る
当
局
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
輸
入
の
相
手

国
と
の
連
携
を
図
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

ま
た
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
、
一
般
的
に
受
け

入
れ
ら
れ
、
か
つ
、
認
め
ら
れ
て
い
る
国
際
的
規
則

及
び
基
準
に
従
っ
て
こ
ん
包
さ
れ
、
表
示
さ
れ
、
及

び
運
搬
さ
れ
る
よ
う
関
連
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

⑻

処
分 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処
分
者
は
、
当
該
特
定
有

害
廃
棄
物
等
の
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
輸
入
移
動

書
類
等
を
携
帯
し
、
か
つ
、
輸
入
移
動
書
類
等
に
記

載
さ
れ
た
内
容
に
従
っ
て
環
境
の
保
全
上
適
正
な
方

法
で
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
。 

な
お
、
処
分
者
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
引
渡

し
を
受
け
た
と
き
及
び
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の

処
分
を
行
っ
た
と
き
に
は
、
輸
入
の
相
手
方
、
輸
入

の
相
手
国
及
び
通
過
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
、
そ

の
旨
の
通
知
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
。 

ま
た
、
処
分
者
か
ら
の
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
引

渡
し
を
受
け
た
旨
及
び
処
分
を
行
っ
た
旨
の
通
知
が

輸
入
の
相
手
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
お
い
て
受
領

さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
輸
入
の
相
手
国
の
権
限
の
あ

る
当
局
か
ら
そ
の
旨
の
通
知
が
環
境
省
に
送
付
さ
れ

る
こ
と
。 

⑼

仮
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
返
還

に
係
る
手
続 
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仮
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
特
定
有
害
廃
棄
物
等
が
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
環
境
大
臣
は
、

条
約
第
八
条
又
は
第
九
条
２
の
規
定
に
基
づ
き
、
当

該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
引
取
り
を
行
う
よ
う
輸
出

の
相
手
国
等
と
必
要
な
調
整
を
行
っ
た
上
で
当
該
特

定
有
害
廃
棄
物
等
の
返
還
に
係
る
通
報
を
行
う
こ
と
。

な
お
、
当
該
返
還
の
た
め
の
輸
出
を
行
お
う
と
す
る

者
は
、
当
該
通
報
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
特

定
有
害
廃
棄
物
等
の
移
動
に
当
た
っ
て
、
輸
出
移
動

書
類
と
同
様
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
を
作
成
し
、

携
帯
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

イ 

経
済
産
業
大
臣
の
輸
入
の
承
認
を
受
け
て
い
な

い
場
合 

ロ 

経
済
産
業
大
臣
の
輸
入
の
承
認
を
受
け
て
い
る

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
処

分
が
、
輸
出
入
等
に
係
る
契
約
等
の
内
容
に
従
っ

た
方
法
で
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合 

６ 

不
適
正
な
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
又
は
処
分
が
行
わ
れ
た

場
合
の
措
置 

国
は
、
条
約
及
び
理
事
会
決
定
の
規
定
を
踏
ま
え
、

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
又
は
処
分

が
適
正
に
行
わ
れ
な
い
場
合
に
は
、
法
第
十
七
条
の
措

置
命
令
の
的
確
か
つ
円
滑
な
発
動
等
を
通
じ
、
人
の
健

康
及
び
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
よ
う
措
置

す
る
こ
と
。 

第
二 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
又
は
処

分
の
事
業
を
行
う
者
が
そ
の
事
業
を
適
正
に
行
う
た
め
に

配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
的
な
事
項 

１

輸
出
及
び
輸
入
の
最
小
化 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
又
は
処

分
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）

は
、
社
会
的
、
技
術
的
及
び
経
済
的
側
面
を
考
慮
し
た

上
で
、
可
能
な
限
り
国
内
の
適
正
な
処
分
施
設
を
利
用

す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
及
び

輸
入
の
最
小
化
に
努
め
る
こ
と
。 

２

収
集
、
運
搬
及
び
処
分
に
伴
っ
て
生
ず
る
被
害
の
最
小

化
事
業
者
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
収
集
、
運
搬
及

び
処
分
に
伴
っ
て
生
ず
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
と

と
も
に
、
環
境
の
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
人
の
健

康
及
び
生
活
環
境
に
係
る
被
害
の
最
小
化
に
努
め
る
こ

と
。 

３

収
集
、
運
搬
及
び
処
分
の
状
況
の
把
握 

事
業
者
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
収
集
、
運
搬
及

び
処
分
の
状
況
を
把
握
す
る
よ
う
努
め
、
当
該
特
定
有

害
廃
棄
物
等
に
つ
い
て
人
の
健
康
及
び
生
活
環
境
に
係

る
被
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
事
故
の
発
生
を
知
る

に
至
っ
た
と
き
に
は
、
速
や
か
に
経
済
産
業
大
臣
及
び

環
境
大
臣
に
対
し
通
報
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

４

運
搬
及
び
処
分
に
係
る
契
約
に
関
す
る
事
項 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
者
及
び
処
分
者
は
、
環

境
の
保
全
上
適
正
な
運
搬
及
び
処
分
が
行
わ
れ
る
こ
と

を
明
記
し
た
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
し
、
当
該
契
約

に
は
、
環
境
の
保
全
上
の
措
置
に
関
す
る
事
項
及
び
契

約
の
内
容
に
従
っ
て
運
搬
及
び
処
分
が
完
了
し
な
い
場

合
の
代
替
措
置
に
関
す
る
事
項
が
含
ま
れ
る
こ
と
。 

５

関
係
法
令
の
遵
守 

事
業
者
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
適
正
な
収
集
、

運
搬
及
び
処
分
を
確
保
す
る
た
め
、
法
の
規
定
に
よ
る

ほ
か
、
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

６

輸
入
に
係
る
処
理
の
適
正
性
及
び
透
明
性
の
確
保
の

た
め
の
事
業
者
及
び
国
の
努
力 

事
業
者
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
省
令
第
二
条
第
一

号
に
掲
げ
る
も
の
の
輸
入
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
適
正

な
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
ら

の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
の
透
明
性
を
確
保
す
る
よ
う

努
め
る
こ
と
。
こ
の
た
め
、
当
該
輸
入
に
係
る
収
集
、

運
搬
及
び
処
分
を
行
う
者
は
、
当
該
輸
入
に
当
た
っ
て
、

移
動
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
携
帯
等
の
取

組
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
国
は
、
当
該
取

組
に
つ
い
て
、
締
約
国
、
加
盟
国
、
関
係
国
際
機
関
等

に
対
し
て
積
極
的
な
情
報
発
信
に
努
め
る
こ
と
。 

第
三 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
発
生
の
抑
制
及
び
適
正
な
処

分
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
国
民
が
配
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
的
な
事
項 

１

発
生
の
抑
制
及
び
有
害
性
の
最
小
化
の
推
進 

国
民
は
、
国
内
に
お
け
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
発

生
を
可
能
な
限
り
抑
制
し
、
か
つ
、
有
害
性
の
最
小
化

に
努
め
る
こ
と
。 

２

国
内
処
分
の
推
進 

国
民
は
、
我
が
国
に
お
い
て
発
生
し
た
特
定
有
害
廃

棄
物
等
を
、
可
能
な
限
り
国
内
に
お
い
て
、
環
境
の
保

全
上
適
正
な
方
法
に
よ
り
処
分
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

第
四 

第
一
か
ら
第
三
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
有
害

廃
棄
物
等
の
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
及
び
処
分
が
適
正
に
行

わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
重
要
な
事
項 

１

国
際
協
力
の
推
進 

国
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
等
に
関
し
、
締
約
国
、
加

盟
国
、
関
係
国
際
機
関
等
と
の
間
で
国
際
協
力
を
推
進

す
る
こ
と
。 

⑴ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
不
法
取
引
の
監
視
に
関
す

る
事
項 

⑵ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
及
び

処
分
が
適
正
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
の
措
置
に
関

す
る
事
項 

⑶ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
の

方
法
に
係
る
情
報
の
交
換
に
関
す
る
事
項 

⑷ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
が

人
の
健
康
及
び
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
監
視
に

関
す
る
事
項 

⑸

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
技
術
、
適
正
処

分
技
術
等
の
開
発
（
当
該
技
術
等
が
経
済
、
社
会
及

び
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
研
究
を
含
む
。
）
、

普
及
及
び
移
転
に
関
す
る
事
項 
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⑹ 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
の

方
法
に
係
る
技
術
上
の
指
針
及
び
実
施
基
準
の
開
発

に
関
す
る
事
項 

２

技
術
開
発
の
推
進 

国
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
技
術
、
適

正
処
分
技
術
等
の
開
発
（
当
該
技
術
等
の
経
済
、
社
会

及
び
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
研
究
を
含
む
。
）

及
び
普
及
に
努
め
る
こ
と
。 

３

国
内
に
お
け
る
処
分
施
設
の
確
保
の
推
進 

国
は
、
国
内
に
お
け
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
適
正

な
処
分
施
設
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。 

４

情
報
の
提
供 

国
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
及
び
輸
入
の
実

績
、
締
約
国
等
の
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
及
び
輸

入
の
規
制
の
状
況
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
発
生
の
抑

制
及
び
適
正
処
分
技
術
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
特
定

有
害
廃
棄
物
等
の
適
正
な
輸
出
、
輸
入
、
運
搬
及
び
処

分
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
に
努
め
る

こ
と
。 

５

輸
出
の
最
小
化
等
に
係
る
定
期
的
な
検
討 

国
は
、
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
の
最
小
化
の
可

能
性
及
び
輸
出
さ
れ
る
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
有
害
性

の
減
少
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
検
討
す
る
こ

と
。 

６

確
認
等
に
関
す
る
書
面
の
交
付 

関
係
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
、
輸
出
者
そ
の
他
の
者

の
求
め
に
応
じ
て
、
環
境
大
臣
は
、
個
々
の
特
定
有
害

廃
棄
物
等
の
輸
出
に
関
し
法
第
四
条
第
三
項
の
確
認
の

結
果
を
証
す
る
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ま
た
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
当
該
輸
出

又
は
輸
入
が
法
の
適
用
を
受
け
な
い
場
合
に
は
、
そ
の

旨
を
証
す
る
書
面
を
共
同
で
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。 

７

普
及
及
び
啓
発 

国
は
、
法
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
知
識

に
つ
い
て
、
広
く
国
民
へ
の
普
及
及
び
啓
発
を
図
る
こ

と
。 
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